
番号： 都市公園-01 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 出入口 必要 箇所

2
出入口
（アスカル
ゴ）

必要 箇所

3
出入口
（アスカル
ゴ）

必要 箇所

4
出入口
（アスカル
ゴ）

花見期間で園内利用者が多
い時は運転時間を延長する

必要 箇所 ✓

5 園路 必要 箇所

6 園路 必要 箇所

7 園路 必要 箇所

8 園路 必要 箇所

9 園路 周辺舗装との擦り付け 必要 箇所段差の解消

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

主要園路舗装の改修

幅員の確保（120cm以上）

２段手すりの設置

横断勾配の緩和（３％以下）

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

園内混雑時の運転時間延長

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

段差の解消及び幅員の確保

舗装の補修

公園案内の電光掲示板の設置

明治６年の太政官布達により開園した日本で初めての公園のひとつである。平成５～７年に大規模な整備工事を行
い、平成21年にはあすかパークレールが供用開始した。園内４つのトイレは全て車いす対応となっているが、そのう
ちオストメイトが設置されているのは１箇所のみである。今後は施設の改修工事にあわせてバリアフリー化の対応を
行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-1-3

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 飛鳥山公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



10 園路 必要 箇所

11 園路 必要 箇所

12 トイレ 必要 箇所

13 トイレ 必要 箇所

14 トイレ 必要 箇所 ✓

15 トイレ 必要 箇所 ✓

16 トイレ 必要 箇所 ✓

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

18
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

19
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

20 休憩施設 必要 箇所

21 駐車場 必要 箇所

22 駐車場 必要 箇所

23 その他設備 必要 箇所

24 維持管理 ― ― ✓

車いす使用者が手の届く範囲にボタンがある自動販
売機の設置

公園施設等の適正な維持管理

発券機または精算機へのモニターの設置

スロープの設置

だれでもトイレの改修

オストメイトや広い便房の設置

低い位置への荷物掛けの設置

フラッシュライト等の設置

扉の修繕

大型ピクトサインの設置

筆談用具の設置及び案内の表示

見やすい位置への案内板の移設

車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置

十分な広さの車いす使用者用駐車施設の設置（幅
350cm以上、車両後方部の乗降スペースの確保）とわ
かりやすい案内の表示

視覚障害者誘導用ブロックの設置



25 維持管理 ― ― ✓

26
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないような配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-02 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 トイレ 必要 箇所

2 トイレ 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所 R１ 女子1箇所実施済

4 トイレ 必要 箇所 ✓

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

8 維持管理 ― ― ✓

9 維持管理 ― ― ✓

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

大型ピクトサインの設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

事業内容

だれでもトイレの改修

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
昭和49年に開園し、現在に至る。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイレは車いす使用者用トイレの
みでオストメイト対応設備や乳幼児用設備は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島5-5-15

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 東豊島公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



番号： 都市公園-03 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 出入口 必要 箇所

2 出入口 必要 箇所

3 園路 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所

8 トイレ 必要 箇所

9 トイレ 必要 箇所

10 トイレ 必要 箇所

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

低い位置への荷物かけの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

だれでもトイレの改修

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

段差の解消

車いす使用者やベビーカー使用者に配慮した二輪車
進入禁止柵の設置

主要園路の改修

昭和35年に都立公園として開園し、昭和50年に区に移管された。昭和61年～平成元年にかけて大規模改修を実施し、
現在に至る。園内には高低差があり、トイレをはじめとする施設及び園路はバリアフリー化されていない。今後、令
和3年より実施予定の再整備にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 岸町1-15-25

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 名主の滝公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

12
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

13 休憩施設 必要 箇所

14 維持管理 ― ― ✓

15 維持管理 ― ― ✓

16
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

大型ピクトサインの設置

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実



番号： 都市公園-04 地区： 十条・東十条駅周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 出入口 必要 箇所

2 園路 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

4 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

5 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所

8 トイレ 必要 箇所 H30年度までに３箇所実施済

9 駐車場 必要 箇所

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

十分な広さの車いす使用者用駐車施設の設置（幅
350cm以上、車両後方部の乗降スペースの確保）とわ
かりやすい案内の表示

大型ピクトサインの設置

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

オストメイト対応設備の設置

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

南側出入口の横断勾配の緩和（８％以下）

じゃぶじゃぶ池出入口へのスロープの設置

だれでもトイレの改修

昭和51年に開園し、平成17～20年で拡張部整備工事を実施し、現在に至る。拡張部を含め園内にはトイレが５基あ
り、うち３基は車いす対応となっている。また、平成30年度に２基のトイレを改修し、車いす対応、オストメイト設
置、ベビーシート・ベビーチェアの設置を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 十条台1-2-1 外

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 中央公園・中央公園運動場

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

12 維持管理 ― ― ✓

13 維持管理 ― ― ✓

14
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

筆談用具の設置及び案内の表示

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-05 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 園路 必要 箇所

2 園路 必要 箇所

3 園路 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所 ✓

8 トイレ 必要 箇所

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

10 維持管理 ― ― ✓

大型ピクトサインの設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

だれでもトイレの改修

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

主要な園路への視覚障害者誘導用ブロックの設置

スロープの改修（縦断勾配やカーブの緩和）

園路端部への植栽等の配置

昭和30年に開園し、平成17年に公園再整備工事を行っている。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイ
レは車いす使用者用トイレのみでオストメイト対応設備は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行
う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-7-1

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子駅前公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11 維持管理 ― ― ✓

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないような配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-06 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 園路 必要 箇所

2 トイレ 1 箇所

3 トイレ 1 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 1 箇所

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

9
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

10 休憩施設 必要 箇所

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

大型ピクトサインの設置

筆談用具の設置及び案内の表示

車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置

事業内容

園路の改修

だれでもトイレの改修

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
昭和63年に開園し、現在に至る。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイレは車いす使者用トイレのみ
でオストメイト対応設備は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子本町1-1-1 先

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 音無親水公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11 維持管理 ― ― ✓

12 維持管理 ― ― ✓

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-07 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 出入口 必要 箇所

2 出入口 必要 箇所

3 園路 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所 ✓

8 トイレ 必要 箇所

9 トイレ 必要 箇所

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

大型ピクトサインの設置

事業内容

段差の解消

車いす使用者やベビーカー使用者に配慮した二輪車
進入禁止柵の設置

主要園路の設置

だれでもトイレの改修

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

昭和47年に開園し、平成３年にトイレ改修工事を行っている。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイ
レは車いす使用者用トイレのみでオストメイト対応設備や乳幼児用設備は設置されていない。施設の改修工事にあわ
せて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子5-17-26

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子五丁目公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11 維持管理 ― ― ✓

12 維持管理 ― ― ✓

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-08 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 出入口 必要 箇所

2 出入口 必要 箇所

3 園路 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所 ✓

8 トイレ 必要 箇所

9 トイレ 必要 箇所

10
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

大型ピクトサインの設置

事業内容

段差の解消

車いす使用者やベビーカー使用者に配慮した二輪車
進入禁止柵の設置

主要園路の設置

だれでもトイレの改修

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

昭和28年に開園し、平成２年に公園再整備工事を行っている。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイ
レは車いす使用者用トイレのみでオストメイト対応設備や乳幼児用設備は設置されていない。施設の改修工事にあわ
せて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子本町2-29-8

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 王子本町公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11 維持管理 ― ― ✓

12 維持管理 ― ― ✓

13
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-09 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 トイレ 必要 箇所

2 トイレ 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

9 休憩施設 必要 箇所

10 維持管理 ― ― ✓

車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

大型ピクトサインの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

ＪＩＳ規格に適合したボタン等の配置

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

だれでもトイレの改修

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

昭和38年に開園し、現在に至る。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイレは車いす使用者対応となっ
ていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 神谷1-32-4

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 神谷南公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11 維持管理 ― ― ✓

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-10 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 トイレ 必要 箇所

2 トイレ 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

8
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所

9 休憩施設 必要 箇所

10 維持管理 ― ― ✓

車いす使用者が利用しやすい水飲み場の設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

詳細な事業内容
規模 実施時期

事業内容

実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

大型ピクトサインの設置

筆談用具の設置及び案内の表示

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

低い位置への荷物かけの設置

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可

だれでもトイレの改修

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

昭和40年に開園し、平成５年に再整備を行い、現在に至る。園内２基のトイレのうち１基は車いす対応のものだが、
オストメイト等は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子6-3-45

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 豊島公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11 維持管理 ― ― ✓

12
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法



番号： 都市公園-11 地区： 王子神谷駅・豊島周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 トイレ 必要 箇所

2 トイレ 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所

4 トイレ 必要 箇所 ✓

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

8 維持管理 ― ― ✓

9 維持管理 ― ― ✓

10
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

フラッシュライト等の設置

車いす使用者用トイレへの非常呼び出しボタンの設
置

大型ピクトサインの設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないよう配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

事業内容

だれでもトイレの改修

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

平成11年に開園し、現在に至る。視覚障害者誘導用ブロックは設置されているが、出入口の視覚障害者誘導用ブロッ
クとは接続していない。トイレは車いす使用者用トイレのみでオストメイト対応設備や乳幼児用設備は設置されてい
ない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 豊島8-27-1

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 豊島馬場遺跡公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



番号： 都市公園-12 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 出入口 必要 箇所

2 園路 必要 箇所

3 園路 必要 箇所

4 園路 必要 箇所

5 トイレ 必要 箇所

6 トイレ 必要 箇所

7 トイレ 必要 箇所

8 トイレ 必要 箇所 ✓

9 トイレ 必要 箇所

10 トイレ 必要 箇所

だれでもトイレの改修

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

トイレの建替

事業内容

視覚障害者誘導用ブロックの設置

園路幅の確保

皿型側溝の改修

幼児用滑り台周りの改修

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて

昭和35年に開園し、平成10年に公園再生整備を行っている。また、平成26年度に下水道局工事で占用部分の復旧工事
を行っている。視覚障害者誘導用ブロックは設置されておらず、トイレは車いす使用者用トイレのみでオストメイト
対応設備や乳幼児用設備は設置されていない。施設の改修工事にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 堀船2-10-5

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 堀船公園

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容



11 トイレ 必要 箇所

12 トイレ 必要 箇所

13 トイレ 必要 箇所

14 トイレ 必要 箇所

15 トイレ 必要 箇所

16 トイレ 必要 箇所

17
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

18 維持管理 ― ― ✓

19 維持管理 ― ― ✓

20 維持管理 ― ― ✓

21
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

大型ピクトサインの設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないような配慮

委託業者への指導

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

乳幼児用設備の設置

車いす使用者用トイレの修繕（ドア・手すり）

非常時回転灯の設置

トイレの洋式化

手すりの改修

触知案内図の設置



番号： 都市公園-13 地区： 王子駅・堀船周辺

事業実施状況

番号 項目 数量 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8- 継続 検討中 順次

1 トイレ 必要 箇所

2 トイレ 必要 箇所

3 トイレ 必要 箇所 ✓

4 トイレ 必要 箇所

5
案内設備・
情報のバリ
アフリー

必要 箇所 ✓

6 維持管理 ― ― ✓

7 維持管理 ― ― ✓

8
人的対応・
こころのバ
リアフリー

― ― ✓

大型ピクトサインの設置

園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適正な維
持管理

駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないような配慮

職員による案内やサポートなどの対応の充実

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業内容

オストメイト対応設備の設置

トイレの洋式化

低い位置への荷物かけの設置

フラッシュライト等の設置

６．現状と移動等円滑化の
　　今後の方針

すべて
昭和28年に開園し、平成22年度に公園再生整備を行っている。しかし、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていな
い。今後、施設の改修工事にあわせて対応を行う。

７．事業計画及び事業実施状況 事業計画の内容

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】※変更不可
詳細な事業内容

規模 実施時期 実施に際し配慮すべき事項、
検討状況、変更点など

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 王子1-20-1

２．事業主体 すべて 北区　土木部　道路公園課

３．事業区間 道路管理者 ―

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画
特定事業等の実施時期
　[短期]令和元年度～令和2年度に実施する事業　[中期]令和3年度～令和7年度に実施する事業
　[長期]令和8年度以降に実施する事業　[継続]継続的に実施する事業
　[検討中]実施に向けて検討する事業　 [順次]順次実施する事業

項目 該当事業者 内容

１．施設名、路線名 すべて 柳田公園



９．その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等
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